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ヒトをみる仕事 

 

公益財団法人  国際通貨研究所  

        理事長  渡辺博史 

 

新型コロナウイルスの感染はなかなか止まらず収束の兆しも未だ見えない中、人間同

士の接触を 8 割減らさねばならないという努力の結果、かなりの企業で在宅勤務という

かテレワーク化が進められている。 

当座は、いかに人命を守るかという点から緊急にやむを得ず行われているものである

が、東京圏では場合によっては二時間弱という通勤時間までもが必要とされる出勤を基

礎とした従来の勤務構造が変わるきっかけとなっている。これまでもホームオフィスの

促進はときおり言われてきたが、実際にこの方向に本格的に踏み出そうとすると、あれ

も気になる、これも気になる、というデメリットへの懸念が頭に浮かび、なかなか「清

水の舞台から・・」という感じで大胆に踏み切ることはできなかった。しかし、今回は、

そのような懸念への配慮を押し切る形で、勤務場所を変更しろ、通勤を減らせという社

会的あるいはある意味で人道的な要請が強く働き、一気に在宅への道が加速した。この

動きは、この新型コロナウイルスの鎮静（早期にみられることを強く祈念したい）の後

にも継続して、多くの職種において、人が一定空間に集結して勤務するという勤務パ

ターンから外れていくだろう。分散型の方が、効率が良い、あるいはライフ・ワーク・

バランスの中での評点が上がるということが、若干の留意つきではあったとしても、共

同体の共同認識になる。 

もちろん、その影響度は業種、職種によって異なり、数字、情報、その一典型として

のカネを扱う分野では急速に変容が起こり、モノの生産の部分でも、3D プリンターな

ども用いた多品種少量生産の製造業でも（重厚長大の分野では起こりにくい）速やかな

変化がみられるだろう。 

また、モノの移動の世界でも、高齢化をにらんだ「出前」、宅配の仕事の再評価は既

に始まっていたが、人的接触回避のための食品デリバリーの奨励の結果、予想以上に急

速に業容を拡大している。 

しかし、このような状況下でもいわゆる「生身」の人間を相手にする仕事は、在宅勤

務的対応への転換は難しい。今、日夜献身的に対応して頂いている医療関係者に始まり、

教育、養護、介護、あるいは美理容、健康保持の分野では、物理的接触、少なくとも対
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面での問診、観察は不可欠であり、オンライン問診などの導入はあったとしても基本的

にはこの分野での在宅勤務化は、簡単ではない。 

疫学的に接触を制限するという現状においては、物理的接触、少なくとも対面での問

診、観察は厳重な安全管理を前提とするものに抑制されざるを得ないが、平常に復した

ときに、短縮された通勤時間、例えば二時間を如何に使うかを含め、業種間の労働力配

分を見直し、直接「ヒトをみる」仕事に重点を置いていくことが必要となろう。 

最近、飲食業、小売業の分野で失職した若年労働者を当分の間公務として臨時雇用す

るという計画を発表した地方団体もあるが、その雇われた者を何の仕事に従事させるか

ということも、将来の需要構造を念頭に置きながら考えて行くべきだろう。 

同様の「ヒトをみる」業務分野での民間の創意工夫も必要であり、既にその発現がみ

られているが、これを短期的な一過性のブームに終わらせることなく、安定的な業務形

態として育てていくことが必要である。また、法制的にも、四半期、半年、一年といっ

た短期就業制を「非正規」という位置づけにはせずに認知、促進し、また、「本籍」企

業の休業中の他企業への「ドラフト」移籍と復帰という仕組みの構築、さらに活用しう

る時間の増加を踏まえて副業認定を柔軟化させるなど、公的部門も一緒になって、実際

に機能しうる仕組み創りを進めていくことが必要である。 

前述した出前、宅配についていえば、現在の需要はこれまで想定されていた需要量を

遥かに上回る水準になっている。今回の経験によりこのサービスへの評価が高まり、将

来の需要曲線は上方に遷移するとは思われるが、ここ数か月の需要はその上方遷移した

水準をも上回るものと思われ、民間セクターとしては、その認識の下に長期に及ぶ設備

投資、雇用増加には慎重になろう。そのために発生する需要と供給のミスマッチを最小

限化するための努力には、労働力の移動の柔軟化などをはじめ、官民の密接な協力を必

要としよう。 

また、職場に何時間居たからということに基礎を置く業績評価ではなく、何を仕上げ

たかという観点からの評価基準の変更、明確化、残業時間の認定方法など、在宅勤務に

応じた業績の評価制度、労務管理制度を速やかに創り上げていく必要もある。 

（以 上） 

（IIMA メールマガジンへの寄稿） 
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